
【歳入】

地方消費税交付金 総額 203,823 千円

・ 一般財源分 91,517 千円

・社会保障財源化分 112,306 千円

【歳出】

総額 1,424,565 千円

(単位：千円)

国(県)
支出金

起債 その他

　地方消費税
　交付金
　(社会保障
　 財源化分)

その他

福祉医療給付事業 48,710 16,352 3,200 0 3,155 26,003

障害者福祉事業 199,280 96,670 0 300 11,071 91,239

高齢者福祉事業 91,478 76,996 0 1,907 1,361 11,214

児童福祉事業 239,380 83,149 3,700 12,098 15,196 125,237

母子福祉事業 1,432 491 102 839

小　　　計 580,280 273,658 6,900 14,305 30,884 254,533

国民健康保険特別会計繰出金 80,513 41,652 4,205 34,656

後期高齢者医療特別会計繰出金 158,071 23,485 14,563 120,023

介護保険事業特別会計繰出金 138,987 7,464 14,232 117,291

小　　　計 377,571 72,601 0 0 33,000 271,970

健康増進事業 9,283 975 8,224 9 75

がん検診等事業 3,530 467 331 2,732

病院事業会計繰出金 424,633 6,930 45,199 372,504

古海診療所特別会計繰出金 1,450 0 157 1,293

予防対策事業 19,169 0 2,074 17,095

母子保健事業 8,649 2,480 151 651 5,367

小　　　計 466,714 3,455 0 15,772 48,422 399,065

1,424,565 349,714 6,900 30,077 112,306 925,568

※２ 　 上記経費については、事務費及び職員の職員給与費等を除いている。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況

　地方消費税交付金のうち消費税引上げに伴う増収分については、「消費税法第１条第２項に規
定する経費（年金、医療、介護、少子化対策）その他の社会保障施策（社会福祉、社会保険、保健
衛生に関する施策）に要する経費に充てるものとする」とされています。

　令和4年度信濃町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記の
とおりです。

財 源 内 訳
特 定 財 源  一 般 財 源

合　　　計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障施策に要する経費

区    分
令 和 4 年 度
決 算 額

社
会
福
祉

社
会
保
険

※１ 　 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、「社会保障４経費」（制度として確立された年
金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）に
係る事業へ按分し充当している。
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生


